
令和５年１０月 廿日市市長記者発表 次第

日 時 令和５年１０月１１日（水）１０時～

場 所 政策審議室

１ 案件

（１）宮島口地区における渋滞緩和施策社会実験の実施について

（２）宮内地区の住居表示実施について

（３）「第 49 回宮島特産品振興大会・産業まつり」の開催について

（４）廿日市市 LINE 公式アカウント スマート申請拡大中!!

２ 質疑応答
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「挑戦！ 豊かさと活力あるまち はつかいち」

宮島口地区における渋滞緩和施策社会実験の実施について

１ 実験概要

現在実施しているソフト対策（交通誘導員の配置、パークアンドライド

等）と併せて、料金割引による広島岩国道路への利用転換促進を図り、紅

葉期の国道２号の渋滞緩和や生活道路（並行市道）への流入抑制を目指す。

２ 実施主体

宮島口交通円滑化協議会（事務局：廿日市市）

３ 実施時期

令和５年11月（紅葉期）の土日祝

（11/3， 4， 5， 11， 12， 18， 19， 23， 25， 26の 10日間）

４ 実施内容

（1）広島岩国道路の料金割引施策

・廿日市IC～大野ICの IC間（廿日市ICと大野ICの組合せの場合）を利用

する高速道路料金の半額割引

※「大竹 IC～廿日市IC」等、他の ICを利用する場合は割引の対象とならない。

・実施日24時間

・ETCを利用する全車種対象

（2）ソフト対策（パークアンドライド等）

・ちゅーピーパーク駐車場シャトルバス運行によるパークアンドライド

・JR駅（前空駅、宮内串戸駅等）周辺のパークアンドライド

・西臨時駐車場の開設

情 報 提 供 年 月 日 令和５年１０月１１日

問 合 せ 先

課名 宮島口みなとまちづくり推進課

担当 桑垣 TEL 0829-30-9184

軽･自動二輪 普通車 中型車 大型車 特大車

社会実験実施時 90円 90 円 130 円 190 円 350 円

未実施時の

土日祝の昼間

利用時(参考)

180 円 180 円 260 円 370 円 700 円
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宮内地区の住居表示実施について

１ 新設する町名

宮内二丁目

宮内三丁目

２ 実施区域

宮内地区の一部

（詳細は、裏面住居表示街区割図のとおり）

【住居の表し方】

（現在） 宮内○○番地 → （実施後） 宮内二丁目○番○号

【郵便番号】

７３８－００３４：変更なし

３ 実施期日

令和５年１１月６日（月曜日）

情 報 提 供 年 月 日 令和５年１０月１１日

問 合 せ 先

課名 市民課

担当 西村 TEL 0829-30-9135
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「第49回宮島特産品振興大会・産業まつり」の開催について

１ 宮島特産品振興大会

(1)目 的 宮島の工芸品の卓越した芸術や、作品を継承するとともに、

現代の生活環境に融合する魅力的商品を発掘すること。

(2)主 催 宮島産業振興会

(3)後 援 広島県、廿日市市、廿日市市議会

(4)協 賛 一般社団法人宮島観光協会、宮島町商工会

宮島物産商業組合、宮島細工協同組合

(5)スケジュール

作品募集期間 :10月2日（月）～6日（金）（宮島商工会館）

審 査 会 :10月13日（金）（宮島商工会館）

表 彰 式 :11月5日（日）（光明院）

展 示 会 :11月5日（日）～9日（木）10:00～17:00（宮島商工会館）

２ 産業まつり

(1)目 的 本市の伝統工芸である宮島細工をはじめとした宮島の工芸

品や、近隣地域の特産品を広く周知する。

(2)主 催 宮島産業振興会

(3)スケジュール

開 催 日 時 :11月11日（土）、12日（日） 10:00～16:00

開 催 場 所 ：宮島桟橋前広場

内 容 ：宮島彫り、ロクロ細工の製作実演、工芸品販売

近隣地域の特産品販売、通信しゃくし絵付け体験

宮島学園5年生による宮島の工芸品学習成果披露

情 報 提 供 年 月 日 令和５年１０月１１日

問 合 せ 先

課名 産業振興課

担当 南川 TEL 0829-30-9140
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廿日市市 LINE 公式アカウント スマート申請拡大中!!

１ 概 要

令和４年７月に開始した「いつでも市役所どこでも窓口（LINEによる申請）」の新

たな手続として、『思いやり駐車場利用証の交付申請』『所得課税証明書の請求』を

開始しました。スマートフォン、マイナンバーカード、クレジットカードなどがあれ

ば、どなたでも簡単に請求し、ご自宅で受け取る（郵送）ことができます。

『思いやり駐車場利用証の交付申請』は、県内で初めてオンライン申請を開始して

おり、その他の手続きでもスマート申請を拡大しています。

２ サービス開始日時

思いやり駐車場利用証の交付申請：令和５年 ８月１４日

所得課税証明書の請求 ：令和５年１０月１０日

３ 請求に必要なもの

・スマートフォン（マイナンバーカードに対応したNFC機能のあるもの）

・クレジットカード（Visa,Master,JCB,AmericanExpress,DinersClub）またはLINE Pay

・（思いやり駐車場利用証の交付申請の場合）利用証の対象区分に応じた確認書類

・（所得課税証明書の請求の場合）マイナンバーカード

４ 請求方法

廿日市市LINE公式アカウント（@hatsukaichicity）と"友だち"になり、トーク画面

下部のリッチメニュー「申請」→「（該当申請書）の申請」の順にタップ、トーク画

面の指示に従い、請求内容や支払い方法を入力してください。

情 報 提 供 年 月 日 令和５年１０月１１日

問 合 せ 先

課名 デジタル改革推進課

担当 酒井 TEL 0829-30-9107


